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序

Eヨ

『
中
国
出
土
文
献
研
究
2
0
1
0
』
(
『
中
国
研
究
集
刊
』
別
冊
特
集
号
〈
総
五
十
二
号
〉
）

銀
雀
山
漠
墓
竹
簡

一
九
七
二
年
、
中
国
山
東
省
銀
雀
山
で
前
漢
時
代
の
墓
が
発
見

さ
れ
、
そ
の
一
号
墓
に
は
大
量
の
竹
簡
が
副
葬
さ
れ
て
い
た
。
こ

れ
が
、
中
国
古
代
思
想
史
研
究
に
衝
繋
を
与
え
た
銀
雀
山
漢
墓
竹

簡
で
あ
る
。
内
容
は
、
『
孫
子
兵
法
』
『
孫
腋
兵
法
』
な
ど
の
古
代

兵
書
で
あ
り
、
一
九
八
五
年
、
『
銀
雀
山
漢
墓
竹
簡
[
-
i

巴
』
（
銀

雀
山
漢
墓
竹
簡
整
理
小
組
、
文
物
出
版
社
）
と
し
て
公
開
さ
れ
た
。

但
し
、
こ
の
第
一
輯
に
収
録
さ
れ
た
の
は
、
銀
雀
山
漢
墓
竹
簡

の
内
の
『
孫
子
兵
法
』
『
孫
腋
兵
法
』
『
尉
練
子
』
『
晏
子
』
『
六
餡
』

『
守
法
守
令
等
十
三
篇
』
和
1
)

で
あ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
ら

が
銀
雀
山
漢
墓
竹
簡
の
中
心
を
な
す
文
献
で
あ
る
が
、
『
銀
雀
山
漢

墓
竹
簡
孟
凸
』
の
説
明
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
以
外
に
も
、
第
二
輯
に

「
侠
書
叢
残
」
が
、
ま
た
第
三
輯
に
「
散
簡
」
「
篇
題
木
韻
」
「
元

光
元
年
暦
譜
」
が
収
録
さ
れ
る
予
定
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

「
論
政
論
兵
之
類
」

に
つ
い
て

平
成
二
十
三
年
二
月

一
三
—
四
一
頁

中
国
・
台
湾
で
は
、
そ
の
後
、
主
と
し
て
『
孫
子
兵
法
』
『
孫
腋

兵
法
』
の
研
究
が
進
み
、
一
九
七
五
年
に
は
、
『
孫
腋
兵
法
』
（
銀

雀
山
漢
墓
竹
簡
整
理
小
組
、
文
物
出
版
社
）
、
一
九
七
五
年
に
は
、

『
竹
簡
兵
法
』
（
台
湾
•
河
洛
図
書
出
版
社
編
集
部
、
河
洛
図
書
出

版
社
）
、
一
九
七
六
年
に
は
、
『
孫
子
兵
法
』
（
銀
雀
山
漢
墓
竹
簡

整
理
小
組
、
文
物
出
版
社
）
、
一
九
八
四
年
に
は
、
『
孫
腋
兵
法
校

理
』
（
張
震
沢
、
中
華
書
局
）
、
二

0
0
二
年
に
は
『
孫
腋
兵
法
解

読
』
（
楊
玲
、
軍
事
科
学
出
版
社
）
、
二

0
0
五
年
に
は
『
銀
雀
山

兵
学
』
（
銀
雀
山
兵
学
研
究
会
・
銀
雀
山
漢
墓
竹
簡
博
物
館
、
解
放

軍
出
版
社
）
が
刊
行
さ
れ
た
（
汁

2
)
0

一
方
、
日
本
で
は
、
銀
雀
山
漢
墓
竹
簡
の
公
開
を
受
け
て
、
一

九
七
六
年
に
、
『
孫
腋
兵
法
』
（
金
谷
治
、
東
方
書
店
）
が
刊
行
さ

れ
、
ま
た
、
一
九
九
九
年
に
は
、
銀
雀
山
漠
墓
竹
簡
の
諸
文
献
を

活
用
し
た
拙
著
『
中
国
古
代
軍
事
思
想
史
の
研
究
』
（
研
文
出
版
）

が
刊
行
さ
れ
た
。

湯

浅

邦

弘
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『
銀
雀
山
漢
墓
竹
簡
[
咸
]
』
の
第
二
部
と
し
て
収
録
さ
れ
た
云
頭

政
論
兵
之
類
」
は
全
五
十
篇
か
ら
な
る
。
「
論
政
論
兵
之
類
」
と
は
、

「
論
政
論
兵
之
類
」
十
二
篇
の
体
系
性

そ
し
て
、
二

0

0
年
一
月
、
『
銀
雀
山
漢
墓
竹
簡
[
咸
]
』
(
銀

雀
山
漢
墓
竹
簡
整
理
小
組
、
文
物
出
版
社
）
が
刊
行
さ
れ
た
。
第

一
輯
で
予
告
さ
れ
て
い
た
と
は
言
え
、
第
二
輯
は
ほ
と
ん
ど
何
の

前
触
れ
も
な
く
、
突
然
公
開
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
銀
雀

山
漢
墓
竹
簡
の
発
見
か
ら
三
十
七
年
後
、
『
銀
雀
山
漢
墓
竹
簡
[
i
-

立]』

の
刊
行
か
ら
二
十
四
年
後
の
こ
と
で
あ
っ
た
(
I
L
3
)
0

そ
の
内
容
は
、
第
一
輯
で
予
告
さ
れ
て
い
た
「
侠
書
叢
残
」
に

該
当
す
る
も
の
で
、
全
体
は
、
「
論
政
論
兵
之
類
」
「
陰
陽
時
令
・

占
候
之
類
」
「
其
他
」
の
三
部
に
類
別
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
三
つ
は
、

内
容
的
に
密
接
な
関
連
が
あ
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
た
ま
た

ま
第
一
輯
か
ら
瀬
れ
た
も
の
が
ま
と
め
て
収
録
さ
れ
た
と
考
え
ら

れ
る
。
従
っ
て
、
第
二
輯
収
録
文
献
に
対
す
る
研
究
も
、
こ
の
三

部
に
つ
い
て
、
ま
ず
は
―
つ
ず
つ
個
別
的
な
考
察
を
加
え
る
必
要

が
あ
る
。

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
こ
の
内
の
「
論
政
論
兵
之
類
」
を
取
り
上

げ
て
、
そ
の
成
立
時
期
や
思
想
的
特
質
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と

を
目
的
と
す
る
。

編
者
（
銀
雀
山
漠
墓
竹
簡
整
理
小
組
）
に
よ
る
便
宜
的
な
名
称
で
、

竹
簡
自
体
に
記
載
が
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
た
だ
、
後
述
の
よ

う
に
、
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
、
政
治
・
軍
事
に
つ
い
て
様
々
に
説

く
も
の
で
、
こ
の
仮
称
に
大
き
な
問
題
は
感
じ
ら
れ
な
い
。

た
だ
、
気
に
な
る
の
は
、
全
体
の
体
系
性
で
あ
る
。
全
五
十
篇

に
は
何
ら
か
の
体
系
性
が
あ
る
の
か
。
ま
た
そ
の
篇
の
前
後
関
係

に
深
い
意
味
は
あ
る
の
か
。
そ
う
し
た
点
が
疑
問
と
な
る
。
周
知

の
通
り
、
銀
雀
山
漠
墓
竹
簡
の
発
見
に
は
―
つ
の
悲
劇
が
あ
っ
た
。

竹
簡
群
を
竹
籠
の
残
骸
と
勘
違
い
し
た
農
民
た
ち
が
手
荒
く
す
く

っ
て
は
墓
外
に
搬
出
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
残
簡
が
多
い
。

こ
の
第
二
輯
に
収
録
さ
れ
た
文
献
も
、
「
侠
書
叢
残
」
と
総
称
さ
れ

る
通
り
、
そ
の
体
系
性
や
配
列
に
は
不
明
確
な
点
が
あ
る
。

し
か
し
、
編
集
説
明
に
よ
れ
ば
、
第
三
輯
に
収
録
さ
れ
る
予
定

の
篇
題
木
閥
残
片
に
篇
名
が
記
載
さ
れ
て
い
る
と
い
う
。
そ
し
て
、

そ
の
篇
名
が
、
こ
の
第
二
輯
に
収
録
さ
れ
た
「
論
政
論
兵
之
類
」

の
第
一
か
ら
第
十
二
篇
ま
で
に
該
当
し
て
い
る
と
い
う
。
つ
ま
り
、

「
論
政
論
兵
之
類
」
第
一
か
ら
第
十
二
篇
ま
で
は
、
と
り
あ
え
ず
、

ひ
と
ま
と
ま
り
の
文
献
で
は
な
か
っ
た
か
と
推
定
さ
れ
る
の
で
あ

る
。
具
体
的
に
は
、
「
将
敗
」
「
【
将
失
】
」
（
注
4
)

「
兵
之
恒
失
」
「
王

道
」
「
五
議
」
「
放
賢
」
「
為
国
之
過
」
「
務
過
」
「
観
卑
」
（
沈
5
)

「持

盈
」
「
分
士
」
「
三
乱
三
危
」
の
各
篇
で
あ
る
。

も
っ
と
も
、
こ
れ
ら
が
本
当
に
ひ
と
ま
と
ま
り
の
文
献
な
の
か
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ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
内
容
の
分
析
を
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

し
か
し
、
か
つ
て
『
孫
子
兵
法
』
や
『
守
法
守
令
等
十
三
篇
』
が

篇
題
木
韻
の
記
載
を
も
と
に
復
元
さ
れ
、
一
定
の
ま
と
ま
り
を
持

つ
文
献
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
の
は
、
極
め
て
重
要
で
あ
る
。
篇

題
木
贖
に
篇
名
が
列
挙
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
少
な
く
と

も
、
篇
題
木
韻
が
記
載
さ
れ
た
時
点
に
お
い
て
は
、
そ
れ
ら
が
ひ

と
ま
と
ま
り
の
文
献
で
あ
る
と
強
く
意
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示

し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。

そ
こ
で
、
こ
れ
ら
十
二
篇
が
体
系
性
を
持
つ
文
献
で
あ
る
か
ど

う
か
、
別
角
度
か
ら
検
討
し
て
み
よ
う
。

ま
ず
、
十
二
篇
全
体
の
篇
名
を
概
観
し
て
気
づ
く
の
は
、
政
治

や
軍
事
の
「
失
」
「
乱
」
に
関
す
る
内
容
が
多
い
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
「
将
敗
」
「
将
失
」
「
兵
之
恒
失
」
や
「
為
国
之
過
」
「
務
過
」

「
三
乱
三
危
」
な
ど
は
、
篇
名
か
ら
も
す
ぐ
に
そ
の
内
容
が
推
測

で
き
る
。
政
治
や
軍
事
を
論
ず
る
際
、
極
端
に
言
え
ば
、
こ
う
す

れ
ば
必
ず
成
功
す
る
と
い
う
論
述
の
仕
方
と
、
こ
う
す
れ
ば
必
ず

失
敗
す
る
と
い
う
論
述
の
仕
方
が
あ
る
が
、
こ
れ
ら
十
二
篇
は
ど

ち
ら
か
と
言
え
ば
、
後
者
の
論
述
を
基
調
と
す
る
点
で
共
通
し
て

い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
成
功
よ
り
も
失
敗
に
留
意
し
よ
う
と
い

う
内
容
の
共
通
性
で
あ
る
。

第
二
と
し
て
注
目
さ
れ
る
の
は
、
箇
条
書
き
風
の
文
体
で
あ
る
。

例
え
ば
、
将
敗
篇
は
、
「
将
敗
、
一
日
：
・
…
、
二
日
…
…
、
三
日
…

・
:
」
と
い
う
書
き
出
し
で
、
最
後
は
「
廿
曰
…
…
」
ま
で
続
く
。

同
様
に
、
将
失
篇
も
、
「
将
失
、
一
日
…
…
、
二
日
…
…
、
三
日
…

…
」
か
ら
始
ま
り
、
以
下
延
々
と
箇
条
書
き
が
続
き
、
最
後
は
「
舟

二
日
…
・
:
」
で
終
わ
る
。

兵
之
恒
失
篇
は
、
「
一
日
」
「
二
日
」
と
い
う
書
き
出
し
で
は
な

い
が
、
逆
に
文
末
が
「
…
…
、

0
兵
也
」
「
…
…
、

0
兵
也
」
と
統

一
さ
れ
て
い
て
、
こ
れ
も
や
は
り
箇
条
書
き
風
の
文
体
で
あ
る
。

王
道
篇
は
「
王
道
有
五
」
と
初
め
に
宣
言
し
、
以
下
、
「
一
日
…
…
」

「
二
日
…
…
」
か
ら
「
五
日
…
…
」
ま
で
五
箇
条
を
記
載
す
る
。

五
議
篇
も
同
様
で
、
初
め
に
「
有
國
之
五
議
」
と
記
し
、
以
下
、

「
一
日
…
…
」
「
二
日
：
・
…
」
か
ら
「
五
日
・
：
・
：
」
ま
で
五
箇
条
を

記
載
す
る
。
放
賢
篇
は
ほ
と
ん
ど
が
残
欠
し
て
お
り
、
未
詳
で
あ

る
が
、
残
簡
部
分
で
確
認
で
き
る
「
…
…
國
賢
之
二
放
也
」
と
い

う
文
言
か
ら
推
測
す
れ
ば
、
こ
れ
も
や
は
り
、
「
一
妓
」
「
二
奴
」

…
…
と
列
挙
す
る
篇
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

為
国
之
過
篇
は
、
明
確
な
箇
条
書
き
で
あ
る
。
各
条
の
冒
頭
に

「
.
」
を
記
し
、
「
一
、
為
國
之
過
…
…
」
「
二
、
為
國
之
過
…
…
」

「
三
、
為
國
之
過
…
…
」
と
い
う
書
き
出
し
で
、
最
後
は
「
十
五
」

ま
で
記
す
。
務
過
篇
は
五
議
篇
と
同
様
で
、
初
め
に
「
有
國
之
務

過
」
と
記
し
、
以
下
、
「
一
日
…
…
」
か
ら
「
三
日
…
…
」
ま
で
三

箇
条
を
記
載
す
る
。
観
卑
篇
は
竹
簡
の
残
欠
が
あ
り
、
何
箇
条
あ

る
か
未
詳
で
あ
る
が
、
や
は
り
文
体
は
、
「
有
國
之
観
痺
」
に
続
い

(25) 



て
也
、
…
…
」
「
二
也
、
…
…
」
と
あ
り
、
「
八
也
…
…
」
ま

で
竹
簡
が
残
っ
て
い
る
。
三
乱
三
危
篇
は
竹
簡
の
残
欠
が
激
し
く
、

具
体
的
な
内
容
は
未
詳
で
あ
る
が
、
篇
名
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う

に
、
国
の
「
三
乱
」
「
三
危
」
を
三
箇
条
ず
つ
列
挙
し
て
い
る
と
思

わ
れ
る
(
i
t
6
)
0

こ
の
よ
う
に
、
「
論
政
論
兵
之
類
」
十
二
篇
は
、
箇
条
書
き
風
の

文
体
と
い
う
点
で
、
共
通
し
て
い
る
。
政
治
・
軍
事
の
失
敗
を
整

理
し
て
提
示
し
よ
う
と
す
る
意
識
が
濃
厚
で
あ
る
。
内
容
に
つ
い

て
は
、
次
章
以
下
で
検
討
を
加
え
る
こ
と
と
す
る
が
、
少
な
く
と

も
以
上
の
検
討
結
果
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
ら
十
二
篇
は
、
一
応
の
ま

と
ま
り
を
持
つ
文
献
で
あ
る
と
推
測
し
て
よ
か
ろ
う
。

十
二
篇
の
時
代
性

そ
れ
で
は
、
こ
れ
ら
十
二
篇
に
一
定
の
ま
と
ま
り
が
あ
る
と
す

れ
ば
、
そ
の
時
代
性
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
e

内
容
か
ら
う
か
が
う

こ
と
の
で
き
る
共
通
の
時
代
性
は
あ
る
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
検

討
し
て
み
よ
う
。

ま
ず
、
将
失
篇
を
検
討
す
る
(
1
1
7
)
0

・
将
失
。
一

而
還
用
之
，

日
，
失
所
以
往
束
，
可
敗
也
。
二
日
，
収
乱
民

止
北
卒
而
還
師
之
，
元
資
而
九
九
五
有
資
，
可
敗

叫
三
日
，
是
非
争
，
謀
事
辮
訟
，
可
敗
也
。
四
曰
，
令
不

行
，
衆
不
翌
，
可
敗
也
。
五
日
，
九
九
六
下
不
服
，
衆
不
為
用
，

可
敗
也
。
六
日
，
民
苦
其
師
，
可
敗
也
。
七
日
，
師
老
，
可

冒
゜
八
日
，
師
懐
，
可
九
九
七
敗
也
。
九
日
，
兵
遁
，
可
敗

叫
十
日
，
兵
□
不
□
，
可
敗
也
。
十
一
日
，
軍
敷
驚
，
可

敗
也
。
十
二
日
，
兵
道
九
九
八
足
陥
，
衆
苦
，
可
敗
也
。
刊
コ
「

日
，
軍
事
瞼
固
，
衆
努
，
可
敗
也
。
十
四
【
日
，
口
口
】
口

備
，
可
敗
也
。
十
五
九
九
九
日
，
日
暮
路
遠
，
衆
有
至
氣
，
可

胃
°
十
六
日
，
自
私
自
乱
，
可
敗
也
。
十
七
日
，
卑
墨
元

其
資
，
一
0
0
0
衆
恐
，
可
敗
也
。
十
八
日
，
令
数
嬰
，
衆
倫
，

可
敗
也
。
十
九
日
，
軍
淮
，
衆
不
能
其
将
吏
，
可
敗
也
。
廿

日
，
一
0
0

―
多
幸
，
衆
怠
，
可
敗
也
。
廿
一
日
，
多
疑
，
衆
疑
，

咄
。
廿
二
日
，
悪
聞
其
過
，
可
敗
也
。
廿
三
日
，
輿
不

1
0
0
二
能
，
可
敗
也
。
廿
四
日
，
暴
露
傷
志
，
可
敗
也
。
廿
五

日
，
期
戦
心
分
，
可
敗
也
。
廿
六
日
，
侍
人
之
傷
1
0
0
三
氣
，

可
敗
也
。
廿
七
日
，
事
傷
人
，
侍
伏
詐
，
可
敗
也
。
廿
八
日
，

軍
輿
元
口
，
可
敗
也
。
廿
九
日
，
草
-
0
0
四
下
卒
衆
之
心
悪
，

可
敗
也
。
舟
日
，
不
能
以
成
陣
，
出
於
央
道
，
可
敗
也
。
舟

一
日
，
兵
之
前
行
後
1
0
0
五
行
之
兵
，
不
参
齊
於
陣
前
，
可
敗

也
。
應
一
日
，
戦
而
憂
前
者
後
虚
，
憂
後
者
前
虚
，
憂
左
＿

o

0

六
者
右
虚
，
憂
右
者
左
虚
。
戦
而
有
憂
，
可
敗
也
0

I
 

0
0
七
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・
将
失
は
、
一
に
日
<
‘
往
来
す
る
所
以
を
失
え
ば
、
敗
る

べ
き
な
り
。
二
に
日
く
、
乱
民
を
収
め
て
還
っ
て
之
を
用
い
、

北
卒
を
止
め
て
還
っ
て
之
を
闘
わ
せ
、
資
元
き
も
資
有
り
と

す
れ
ば
、
敗
る
べ
き
な
り
。
三
に
日
く
、
是
非
も
て
争
い
、

事
を
謀
る
に
弁
訟
す
れ
ば
、
敗
る
べ
き
な
り
。
四
に
日
く
、

令
行
わ
れ
ず
、
衆
一
な
ら
ざ
れ
ば
、
敗
る
べ
き
な
り
。
五
に

日
く
、
下
服
さ
ず
、
衆
用
を
為
さ
ざ
れ
ば
、
敗
る
べ
き
な
り
。

六
に
日
く
、
民
其
の
師
に
苦
し
め
ば
、
敗
る
べ
き
な
り
。

ti

`
J
ヽ
亀
9

に
日
く
、
師
老
し
け
れ
ば
、
敗
る
べ
き
な
り
。
八
に
日
<
‘

師
懐
え
ば
、
敗
る
べ
き
な
り
。
九
に
日
く
、
兵
遁
ぐ
れ
ば
、

敗
る
べ
き
な
り
。
十
に
日
く
、
兵
□
せ
ざ
れ
ば
、
敗
る
べ
き

な
り
。
十
一
に
日
く
、
軍
数
し
ば
照
け
ば
、
敗
る
べ
き
な
り
。

十
二
に
日
く
、
兵
道
足
陥
り
、
衆
苦
し
め
ば
、
敗
る
べ
き
な

り
。
十
三
に
日
く
、
軍
険
固
を
事
に
し
て
、
衆
労
す
れ
ば
、

敗
る
べ
き
な
り
。
十
四
【
に
日
く
、
ロ
ロ
】
口
備
、
敗
る
べ

き
な
り
。
十
五
に
日
く
、
日
暮
れ
て
道
遠
く
、
衆
に
怪
気
有

れ
ば
、
敗
る
べ
き
な
り
。
十
六
に
日
く
、
自
ら
私
し
自
ら
乱

る
れ
ば
、
敗
る
べ
き
な
り
。
十
七
に
日
く
、
卑
塁
に
し
て
其

の
資
元
く
、
衆
恐
る
れ
ば
、
敗
る
べ
き
な
り
。
十
八
に
日
く
、

令
数
し
ば
変
わ
り
、
衆
楡
な
れ
ば
、
敗
る
べ
き
な
り
。
十
九

に
日
く
、
軍
乖
き
‘
衆
其
の
将
吏
を
能
く
せ
ざ
れ
ば
、
敗
る

べ
き
な
り
。
閲
国
パ
で
荘
公
7
呂
必
召
¥
餃
虚
｀

る
べ
き
な
り
，
廿
に
日
く
、
疑
う
こ
と
く
、
衆
疑
え

i

瞑

。

廿

二

に

日

く

、

其

の

過

ち

を

聞

く

を

悪

め

ば
、
敗
る
べ
き
な
り
。
廿
三
に
日
く
、
不
能
を
挙
ぐ
れ
ば
、

敗
る
べ
き
な
り
。
廿
四
に
日
く
、
暴
露
し
て
志
を
傷
え
ば
、

敗
る
べ
き
な
り
。
廿
五
に
日
く
、
戦
い
を
期
し
て
心
分
か
る

れ
ば
、
敗
る
べ
き
な
り
。
廿
六
に
日
く
、
人
の
気
を
傷
う
を

侍
め
ば
、
敗
る
べ
き
な
り
。
廿
七
に
日
く
、
人
を
傷
う
を
事

と
し
、
伏
詐
を
侍
め
ば
、
敗
る
べ
き
な
り
。
廿
八
に
日
く
、

軍
輿
□
元
な
け
ば
、
敗
る
べ
き
な
り
。
廿
九
に
日
く
、
群
下

卒
衆
の
心
悪
し
け
れ
ば
、
敗
る
べ
き
な
り
。
州
に
日
く
、
以

て
陣
を
成
す
能
わ
ず
、
央
道
に
出
づ
れ
ば
、
敗
る
べ
き
な
り
。

川
一
に
日
く
、
兵
の
前
行
後
行
の
兵
、
陣
前
に
参
斉
せ
ざ
れ

ば
、
敗
る
べ
き
な
り
。
州
二
に
日
く
、
戦
い
て
前
を
憂
う
る

者
は
後
虚
し
く
、
後
を
憂
う
る
者
は
前
虚
し
く
、
左
を
憂
う

る
者
は
右
虚
し
く
、
右
を
憂
う
る
者
は
左
虚
し
。
戦
い
て
憂

い
有
れ
ば
、
敗
る
べ
き
な
り
。

こ
の
篇
は
、
か
つ
て
『
孫
腋
兵
法
』
に
分
類
さ
れ
て
い
た
篇
で

あ
る
。
そ
の
後
、
篇
題
木
閥
の
記
載
を
重
視
し
て
『
孫
腋
兵
法
』

か
ら
外
し
、
今
回
、
改
め
て
「
論
政
論
兵
之
類
」
に
編
入
し
直
し

た
も
の
で
あ
る

C

そ
こ
で
、
『
孫
腋
兵
法
』
と
い
う
先
入
観
を
排
除

し
て
、
改
め
て
そ
の
時
代
性
を
問
う
必
要
が
出
て
き
た
の
で
あ
る
。
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こ
の
将
失
篇
で
は
、
「
に
日
く
、
…
…
資
元
き
も
資
有
り
と
す

れ
ば
、
敗
る
べ
き
な
り
」
の
よ
う
に
物
資
の
充
足
と
兵
姑
が
重
視

さ
れ
、
「
二
に
曰
く
、
乱
民
を
収
め
て
還
っ
て
之
を
用
い
、
北
卒
を

止
め
て
還
っ
て
之
を
闘
わ
せ
」
や
「
九
に
日
く
、
兵
遁
ぐ
れ
ば
、

敗
る
べ
き
な
り
」
の
よ
う
に
民
の
大
量
動
員
に
留
意
し
、
ま
た
そ

ひ
さ

の
脱
走
が
懸
念
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
「
七
に
日
く
、
師
老
し
け

れ
ば
、
敗
る
べ
き
な
り
」
「
十
五
に
日
く
、
日
経
れ
て
道
遠
く
、
衆

に
怪
気
有
れ
ば
、
敗
る
べ
き
な
り
」
や
「
十
三
に
日
く
、
軍
険
固

を
事
に
し
て
、
衆
労
す
れ
ば
、
敗
る
べ
き
な
り
」
の
よ
う
に
、
長

距
離
侵
攻
作
戦
や
堅
固
な
要
塞
の
構
築
が
念
頭
に
置
か
れ
て
い
る

と
思
わ
れ
る
箇
所
な
ど
、
長
期
戦
・
総
力
戦
が
想
定
さ
れ
て
い
る

と
感
じ
ら
れ
る
文
章
も
あ
る
。
こ
う
し
た
兵
学
的
記
述
は
、
『
孫
子
』

よ
り
は
や
や
後
の
時
代
の
戦
国
期
を
前
提
と
す
る
も
の
で
は
な
か

ろ
う
か
。

ま
た
、
兵
之
恒
失
篇
で
は
、
次
の
よ
う
な
点
が
注
目
さ
れ
る
。

•
兵
之
恒
失
，
政
為
民
之
所
不
安
為
…
…
―
0
0
九

•
欲
以
敵
國
之
民
之
所
不
安
，
正
俗
所
…
…
之
兵
也
。
副
叫
〖

國
【
兵
1
0
1
0之
所
短
】
，
難
敵
國
兵
之
所
長
，
耗
兵
也
。
副
~

強
多
國
之
所
寡
，
以
應
敵
國
之
所
多
，
速
屈
＿

o
二
之
兵
也
。

備
固
，
不
能
難
敵
之
器
用
，
陵
兵
也
。
器
用
不
利
，
敵
之
備

固
，
挫
兵
也
。
兵
不
＿

o
―
二
稲
，
内
疲
之
兵
也
。
多
費
不
固
口

＿o-
三
…
…
【
兵
不
能
】
長
百
功
，
不
能
大
者
也
。
兵
不
能
昌

大
功
，
不
知
會
者
也
。
兵
失
民
，
不
知
過
者

lo
―
四
也
。
兵
用

力
多
功
少
，
不
知
時
者
也
。
兵
不
能
勝
大
患
，
不
能
合
民
心

者
也
。
兵
多
悔
，
信
＿

o-
五
疑
者
也
。
兵
不
能
見
禍
福
於
未
形
，

不
知
備
者
也
。
兵
見
善
而
怠
，
時
至
而
疑
，
去
非
而
＿

o-
六
慮

邪
，
是
是
而
弗
能
居
，
不
能
断
者
也
°

1

0

一
七
…
…
使
天
下
利

其
勝
者
也
。
＿

o-
八

•
兵
の
恒
失
は
、
政
民
の
安
ん
ぜ
ざ
る
所
を
為
し
て
…
…

•
敵
国
の
民
の
安
ん
ぜ
ざ
る
所
を
以
て
、
俗
の
…
…
す
る
所

を
正
さ
ん
と
欲
す
る
は
、
…
…
の
兵
な
り
。
国
【
兵
の
短
な

る
所
を
】
以
て
、
敵
国
の
兵
の
長
ず
る
所
を
難
め
ん
と
欲
す

る
は
、
耗
兵
な
り
。
強
い
て
国
の
寡
な
き
所
を
多
し
と
し
て
、

以
て
敵
国
の
多
き
所
に
応
ぜ
ん
と
欲
す
る
は
、
速
屈
の
兵
な

引
。
備
固
き
も
、
敵
の
器
用
を
難
む
る
能
わ
ざ
る
は
、
陵
兵

な
り
。
器
用
利
な
ら
ず
、
敵
の
備
え
固
き
は
、
挫
兵
な
り
。

兵
称
わ
ざ
る
は
、
内
疲
の
兵
な
り
。
費
多
き
も
固
か
ら
ず
…

・
:
【
兵
】
百
功
を
長
ず
る
こ
と
【
能
わ
ざ
る
は
】
、
大
な
る
こ

と
能
ざ
る
者
な
り
。
兵
大
功
を
昌
ら
か
に
す
る
能
わ
ざ
る
は
、

会
す
る
を
知
ら
ざ
る
者
な
り
。
兵
民
を
失
う
は
、
過
ち
を
知

ら
ざ
る
者
な
り
。
兵
力
を
用
い
る
こ
と
多
き
も
功
少
な
き
は
、

時
を
知
ら
ざ
る
者
な
り
。
兵
大
患
に
勝
つ
能
わ
ざ
る
は
、
民

(28) 



心
に
合
す
る
能
わ
ざ
る
者
な
り
。
兵
悔
ゆ
る
こ
と
多
き
ぱ
＞

認
級
パ
認
弐
匂
憚
討
紋
臼
句
岱
爪
グ
。
兵
禍
福
を
未
だ
形
わ
れ
ざ
る

に
見
る
能
わ
ざ
る
は
、
備
え
を
知
ら
ざ
る
者
な
り
。
兵
善
を

見
る
も
怠
り
、
時
至
る
も
疑
い
、
非
を
去
る
も
邪
に
処
り
、

是
を
是
と
す
る
も
居
る
能
わ
ざ
る
は
、
断
ず
る
能
わ
ざ
る
者

な
り
。
…
…
天
下
を
し
て
其
の
勝
ち
を
利
せ
し
む
る
者
な
り
。

こ
こ
で
は
、
「
国
【
兵
の
短
な
る
所
を
】
以
て
、
敵
国
の
兵
の
長

ず
る
所
を
難
め
ん
と
欲
す
る
は
、
耗
兵
な
り
」
と
か
、
「
強
い
て
国

の
寡
な
き
所
を
多
し
と
し
て
、
以
て
敵
国
の
多
き
所
に
応
ぜ
ん
と

欲
す
る
は
、
速
屈
の
兵
な
り
」
の
よ
う
に
、
「
（
自
）
国
」
と
「
敵

国
」
と
の
対
峙
を
前
提
と
し
、
兵
の
形
態
を
類
別
し
て
い
る
。
た

だ
同
時
に
、
「
天
下
を
し
て
其
の
勝
ち
を
利
せ
し
む
る
者
な
り
」
と
、

「
天
下
」
全
体
へ
の
視
野
が
存
在
す
る
。
こ
れ
も
、
戦
国
期
、
特

に
戦
国
後
半
期
を
前
提
と
す
る
記
述
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る

C

次
に
、
王
道
篇
を
取
り
上
げ
て
み
よ
う
。

王
道
有
五

C

一
日
能
知
為
君
為
國
之
致
。
二
日
能
以
國
家
口

【
ロ
ロ
ロ
】
【
邸
】
l
o
二
四
國
之
君
親
，
遠
方
之
君
至
。
ヨ
国

冒
。
四
日
能
除
天
下
之
共
憂
。
五
l
o
二
五
日
能
持
尚
功
用

賢
之
成
功
0

I
 

0

二六

【
・
ニ
日
，
ロ
ロ
ロ
ロ
ロ
能
知
知
之
所
】
至
者
也
。
能
知
知

王
道
に
五
有
り
。
一
に
日
く
、
能
く
君
と
為
り
国
を
為
む
る

の
致
を
知
る
。
二
に
日
く
、
能
以
国
家
□
【
ロ
ロ
ロ
ロ
】
1
訓
T
ー

ilの
君
親
し
み
、
遠
方
の
君
至
る
。
ヨ
は
団
力

7
砂
咲
Q

樹
。
四
に
日
く
、
能
＜
天
下
の
共
憂
を
除
く
。
五
に
日

く
、
能
＜
功
を
尚
び
贅
を
用
い
る
の
功
を
成
す
を
持
す
。

こ
こ
で
は
、
「
王
道
」
と
言
い
な
が
ら
「
能
く
君
と
為
り
国
を
為

む
る
の
致
を
知
る
」
、
つ
ま
り
、
よ
く
君
主
と
な
っ
て
国
家
を
統
治

す
る
こ
と
を
そ
の
条
件
と
す
る
。
ま
た
、
「
隣
国
の
君
」
「
遠
方
の

君
」
と
の
親
交
関
係
を
説
い
て
い
る
。
そ
し
て
、
「
天
下
」
全
体
の

「
共
憂
」
を
問
題
に
し
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
も
、
兵
之
恒
失

篇
と
ほ
ぼ
同
じ
時
期
を
想
定
し
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

こ
う
し
た
「
国
」
と
「
天
下
」
と
の
併
記
は
、
五
議
篇
に
も
見

ら
れ
る
。•

有
國
之
五
談
。
一
日
，
百
言
有
本
，
千
言
有
要
，
萬
言
有

腿
能
純
言
，
能
知
言
之
所
至
者
也
°
1
0
二
八
能
知
言
之
所
至
，

能
為
有
天
下
有
國
者
定
治
之
高
卑
。
不
能
知
言
之
所
至
，
【
不

能
為
有
＿
0

二
九
天
】
下
有
國
者
定
治
之
高
卑
。
有
國
之
一
議
也
。

1
0
三
〇
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之
所
至
，
能
為
有
天
下
有
國
者
定
可
輿
1
0
三
一
不
可
。
不
能
知

知
之
所
至
，
不
能
為
有
天
下
有
國
者
定
可
輿
不
可
。
有
【
國

之
二
議
也
】
。
―
O
I
ニニ

•
三
日
，
言
用
行
，
行
而
天
下
安
梨
，
能
極
得
。
能
極
得
，

萬
民
親
之
，
天
【
地
輿
之
，
鬼
神
相
】
―
0

三
三
助
。
祁
詔

m懲
釈
§

殴

。

有

國

之

議

也

o

I
 

0
 

三
四•

四
日
，
天
其
時

1

地
不
言
巴
民
走
其
，
既
゜

能
知
此
，
知
治
之
所
至
【
者
也
。
能
知
治
】
―
0

三
五
之
所
至
，

能
不
以
國
乱
，
能
不
以
國
危
。
不
能
知
治
之
所
至
，
不
能
不

以
國
乱
，
不
能
不
以
國
1
0
三
六
危
。
有
國
之
四
諮
也
0

I
 

0

三七

【
•
五
日
】
…
·
:
【
能
知
極
不
可
乱
】
之
治
也
。
能
知
極
不

可
胤
【
之
治
，
能
不
以
國
惑
】
'

1

0

三
八
能
不
以
國
怠
。
不
能

知
極
不
可
乱
之
治
，
不
能
不
以
國
惑
，
不
能
不
以
國
怠
。
有

國
之
五
J
O
三
九
議
也

C

五
議
，
有
國
之
所
以
観
…
…
―
0
四

0

•
国
を
有
つ
の
五
議
。
一
に
日
く
、
百
言
に
本
有
り
、
千
言

に
要
有
り
、
万
言
に
総
有
り
。
能
く
言
を
総
ぶ
れ
ば
、
能
＜

言
の
至
る
所
の
者
を
知
る
な
り
。
能
く
言
の
至
る
所
を
知
れ

ば
、
能
＜
天
下
を
有
ち
国
を
有
つ
を
為
す
者
治
の
高
庫
（
卑
）

書
。
言
の
至
る
所
を
知
る
能
わ
ざ
れ
ば
、
【
天
】
下
を
【
有

ち
】
国
を
有
つ
を
為
す
能
わ
ざ
る
者
治
の
高
卑
を
定
む
。
国

を
有
つ
の
一
議
な
り
。

【
・
ニ
に
曰
く
、
…
…
能
知
知
之
所
】
至
者
也
。
能
く
知
の

至
る
所
を
知
れ
ば
、
能
＜
天
下
を
有
ち
国
を
有
つ
を
為
す
者

可
と
不
可
と
を
定
む
。
知
の
至
る
所
を
知
る
能
わ
ざ
れ
ば
、

天
下
を
有
ち
国
を
有
つ
を
為
す
能
わ
ざ
る
者
可
と
不
可
と
を

定
む
。
【
国
を
】
有
つ
【
の
二
議
な
り
】
。

•
三
に
日
く
、
言
用
て
行
い
、
行
い
て
天
下
安
楽
な
れ
ば
、

能
く
得
を
極
む
。
能
く
得
を
極
む
れ
ば
、
刀
国
字
J

に
親
し
み
、

天
【
地
之
に
与
え
、
鬼
神
相
】
助

V
o

9
 

m
『P
く
白
勺
四
虚
郎
バ
〕
邦
⇔

E
ぅ
ユ
幻
圏
心
早

3
双
-
”
？
叫
吟
虚

m
職t
~
。
国

を
有
つ
の
三
諮
な
り
。

•
四

寓

。

能

＜

此

を

知

る

は

、

地
の
至
る
所
を
知
る
【
者
な
り
。
能
く
知
】
の
至
る
所
を
【
知

れ
ば
】
、
能
く
以
て
国
乱
れ
ず
、
能
く
以
て
国
危
う
か
ら
ず
。

治
の
至
る
所
を
知
る
能
わ
ざ
れ
ば
、
以
て
国
乱
れ
ざ
る
能
わ

ず
、
以
て
国
危
う
か
ら
ざ
る
能
わ
ず
。
国
を
有
つ
の
四
議
な

り。【
•
五
に
日
く
】
、
…
…
【
能
く
乱
る
べ
か
ら
ざ
る
】
の
治
を

【
極
む
る
を
知
れ
る
な
り
】
。
能
く
乱
る
べ
か
ら
ざ
る
【
の
治
】

を
極
む
る
を
知
れ
ば
、
【
能
く
以
て
国
惑
わ
ず
】
、
能
く
以
て

国
怠
ら
ず
。
乱
る
べ
か
ら
ざ
る
の
治
を
極
む
る
を
知
る
能
わ
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ざ
れ
ば
、
以
て
国
惑
わ
ざ
る
能
わ
ず
、
以
て
国
怠
ら
ざ
る
能

わ
ず
。
国
を
有
つ
の
五
議
な
り
。
五
諮
は
、
国
を
有
つ
の
…

…
を
観
る
所
以
•
•
…•
O

こ
の
よ
う
に
、
「
天
下
を
有
つ
」
こ
と
と
「
国
を
有
つ
」
こ
と
が

併
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
「
天
下
」
の
「
安
楽
」
を
志
向
す
る
一

方
、
「
万
民
」
や
「
国
乱
」
「
国
危
」
へ
の
憂
慮
が
表
明
さ
れ
て
い

る。

【
.
-
】
，
為
國
之
過
，
欲
下
之
上
合
，
民
之
上
親
也
，
而
法

令
不
行
，
其
下
易
得
而
進
也
，
易
得
【
而
退
】
―
0

四
五
也
，
其

民
易
得
而
利
，
易
得
而
害
也
。
故
其
下
元
道
上
合
，
民
元
道
上

親
0

I
 

0

四六

•
二
，
為
國
之
過
，
欲
士
之
用
，
民
之
固
也
，
而
國
利
所
在

失
宜
。
故
其
士
元
以
□
―
0

四
七
…
…

【
•
三
，
為
國
之
過
】
，
欲
民
之
易
牧
也
，
不
定
國
風
，
而
副
[

徒
以
名
敷
•
連
伍
•
刑
罰
牧
之
。
故
其
民

1
0
四
八
…
・
・
・
数
，
趣

伍
，
行
姦
，
避
事
l
0
四
九
…
…

•
四
，
為
國
之
過
，
欲
民
之
和
勧
，
不
可
典
慮
も
也
，
而
民

元
侍
上
之
心
，
不
固
而
糎
要
。
故
其
民
l
0
五
〇
易
動
，
可
輿
慮

｛ヒ。―
0

五一

次
に
、
’
注
目
さ
れ
る
の
は
、
為
国
之
過
篇
で
あ
る
。

•
五
，
為
國
之
過
，
欲
士
卒
之
輯
睦
□
口
也
，
而
其
努
侠
人

也
不
等
等
進
J
O
五
二
…
…
不
如
元
辮
，
賞
罰
不
信
，
功
不
貴
，

努
不
利
。
故
其
士
卒
以
遠
敵
去
危
避
努
為
故
，
其
吏
便
以
為

JO五―
-
l

重
利
0

I
 

0

五四

•
六
，
為
國
之
過
，
欲
國
之
富
，
有
大
事
可
以
持
久
也
，
而

以
厚
使
。
厚
使
則
民
相
隔
。
民
相
隔
也
，
則
所
有
J
O
五
五
□
物

見
者
病
，
匿
者
利
。
所
有
□
物
見
者
病
，
匿
者
利
，
則
損
於

田
疇
，
損
於
畜
長
，
損
於
樹
藝
，
損
於
畜
積
，
損
於
器
1
0
五六

か
口
。
五
者
曲
損
，
則
國
貧
，
有
大
事
不
可
以
持
久
，
其
吏

便
以
為
重
利
J
O
五
七
°

•
七
，
為
國
之
過
，
欲
吏
之
母
穫
民
利
也
，
而
其
所
以
使
民

之
勢
易
姦
也
，
不
可
以
應
大
事
，

1
0
五
八
有
大
事
必
畏
，
其
吏

便
以
為
重
利
0

I
 

0

五九

•
八
，
為
國
之
過
，
欲
其
吏
大
夫
之
母
進
退
禁
令
以
相
為
，

謳
以
為
重
利
也
，
而
元
以
審
其
吏
治
之
J
O
六
〇
失
。
故
其
吏
大

夫
多
進
退
禁
【
令
以
】
相
為
，
謳
以
為
重
利
°
J
O
六
一

•
九
，
為
國
之
過
，
欲
吏
之
廉
忠
母
【
口
】
官
也
，
欲
民
之

母
行
姦
要
利
也
，
而
元
以
論
其
吏
大
夫
之
士
非
J
O
六
二
士
。
故

其
吏
大
夫
多
不
衿
節
，
民
多
姦
0

I
 

0

六三

•
十
，
為
國
之
過
，
欲
下
之
盛
智
喝
能
也
，
而
元
数
以
知
合

奥
不
合
，
中
輿
不
中
。
故
其
下
元
道
1
0
六
四
為
上
盛
智
喝
能
。

JO六五
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【
•
十
】
一
，
為
國
之
過
，
欲
國
之
治
強
也
，
而
其
所
貴
非

君
之
所
以
尊
也
。
其
所
富
非
國
之
所
以
富
1
0
六
六
也
。
故
其
國

乱
弱
°

1

0
六七

•
十
二
，
為
國
之
過
，
欲
國
徳
之
及
遠
也
，
而
緊
其
士
日
「
士

非
我
元
道
貴
富
」
。
其
士
縞
其
君
日
「
國
1
0
六
八
非
士
元
道
安

強
」
。
其
君
至
於
失
國
而
不
悟
，
其
士
至
於
飢
寒
而
不
進
。
上

下
不
合
，
國
徳
元
【
以
及
遠
】
―
0

六
九
…
…
。

•
十
三
，
為
固
之
過
，
其
所
欲
典
其
端
計
相
詭
也
。
何
以
言

之
。
以
城
量
財
物
以
易
其
國
，
端
計
1
0
七0
元
予
者
，
而
人
君

之
所
以
侵
民
者
之
為
財
物
也
不
央
，
如
以
城
量
之
，
而
人
君

以
亡
其
國
，
故
其
1
0
七一．．．．．．
o

•
十
四
，
為
國
之
過
，
欲
有
國
之
長
久
也
，
而
不
務
其
所
以

取
尊
安
於
民
。
萬
民
之
有
君
而
共
1
0
七
二
尊
之
安
之
也
，
求
得

治
焉
也
。
夫
君
萬
民
而
以
眼
畜
之
，
故
其
1
0
七
三
…
…
。

•
十
五
，
為
國
之
過
，
欲
有
國
之
長
久
也
，
而
行
速
失
之
道
。

其
所
以
然
，
務
過
也
。
何
謂
務
過
。
聖
1
0
七
四
王
明
君
之
為
國

也
，
務
不
可
蒋
。
夫
不
可
奪
，
故
人
莫
之
務
取
。
失
國
者
之

為
國
也
，
不
務
l
0
七
五
不
可
奪
，
而
務
察
奪
，
不
1
0
七
六
…
…

□
守
戦
。
何
謂
不
可
奪
。
聖
王
明
君
之
為
國
也
，
下
上
合
，

民
上
1
0
七
七
親
，
執
能
取
之
°

1

0
七八

お
さ

【
•
一
】
、
国
を
為
む
る
の
過
ち
。
下
の
上
に
合
し
、

民
の
上

に
親
し
ま
ん
と
欲
す
る
も
、
而
し
て
法
令
行
わ
れ
ず
、
其
の

下
得
て
進
み
易
く
、
得
て
【
退
き
】
易
く
、
其
の
民
得
て
利

し
易
く
、
得
て
害
し
易
き
な
り
。
故
に
其
の
下
道
り
て
上
に

合
す
る
こ
と
元
く
、
民
道
り
て
上
に
親
し
む
こ
と
元
し
。

・
ニ
、
国
を
為
む
る
の
過
ち
。
士
の
用
、
民
の
固
を
欲
す
る

も
、
而
し
て
国
の
利
の
在
る
所
、
宜
し
き
を
失
う
。
故
に
其

の
士
以
て
口
す
る
元
し
…
…

【
・
三
、
国
を
為
む
る
の
過
ち
。
】
民
の
牧
し
易
き
を
欲
す
る

や
、
国
風
を
定
め
ず
し
て
、
徒
ら
に
名
数
•
連
伍
•
刑
罰
を

以
て
之
を
牧
せ
ん
と
欲
す
。
故
に
其
の
民
…
…
数
、
伍
を
逓

れ
、
姦
を
行
い
、
事
を
避
け
…
…

•
四
、
国
を
為
む
る
の
過
ち
。
民
の
和
勧
し
て
与
に
も
を
慮

る
べ
か
ら
ざ
る
を
欲
す
る
も
、
而
し
て
民
に
上
を
侍
む
の
心

元
く
、
固
か
ら
ず
し
て
軽
々
し
く
変
ず
。
故
に
其
の
民
動
き

易
く
、
与
に
も
を
慮
る
べ
し
。

•
五
、
国
を
為
む
る
の
過
ち
。
士
卒
の
輯
睦
口
口
を
欲
す
る

も
、
而
し
て
其
の
人
を
労
侠
せ
し
む
る
や
等
し
か
ら
ず
等
進

…
…
不
如
元
辮
、
賞
罰
信
な
ら
ず
、
功
貴
ば
れ
ず
、
労
利
な

ら
ず
。
故
に
其
の
士
卒
敵
を
遠
ざ
け
危
き
を
去
り
労
を
避
く

る
を
以
て
故
と
為
し
、
其
の
吏
便
ち
利
を
重
ん
ず
る
を
為
す
。

•
六
、
国
を
為
む
る
の
過
ち
。
国
の
富
、
大
事
有
る
も
以
て

持
久
す
べ
き
を
欲
す
る
も
、
而
し
て
以
て
使
を
厚
く
す
。
使
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を
厚
く
す
れ
ば
則
ち
民
相
隔
た
る
。
民
相
隔
た
れ
ば
、
則
ち

有
る
所
【
の
】
物
見
わ
る
者
は
病
み
、
匿
れ
る
者
は
利
す
。

有
る
所
【
の
】
物
見
わ
る
者
は
病
み
、
匿
れ
る
者
は
利
す
れ

ば
、
則
ち
田
略
を
損
な
い
、
畜
長
を
損
な
い
、
樹
芸
を
損
な

い
、
蓄
積
を
損
な
い
、
器
【
用
】
を
損
な
う
。
五
者
曲
＜
損

な
え
ば
、
則
ち
国
貧
し
く
、
大
事
有
れ
ば
以
て
持
久
す
べ
か

ら
ず
、
其
の
吏
便
ち
以
て
利
を
重
ん
ず
る
を
為
す
。

•
七
、
国
を
為
む
る
の
過
ち
。
吏
の
民
利
を
穫
る
こ
と
母
か

ら
し
め
ん
と
欲
し
て
、
而
し
て
其
の
民
を
使
う
所
以
の
勢
、

姦
た
り
易
く
、
以
て
大
事
に
応
ず
る
べ
か
ら
ず
、
大
事
有
る

f
ゃ

も
必
ず
畏
れ
、
其
の
吏
便
す
く
以
て
利
を
重
ん
ず
る
を
為
す
。

•
八
、
国
を
為
む
る
の
過
ち
。
其
の
吏
大
夫
の
進
退
禁
令
以

て
相
為
し
、
駆
し
て
以
て
利
を
璽
ん
ず
る
を
為
す
こ
と
母
か

ら
ん
と
欲
す
る
も
、
而
し
て
以
て
其
の
吏
の
治
の
失
を
審
ら

か
に
す
る
こ
と
元
し
。
故
に
其
の
吏
大
夫
進
退
禁
【
令
以
て
】

相
為
す
こ
と
多
く
、
駆
し
て
以
て
利
を
重
ん
ず
る
を
為
す
。

•
九
、
国
を
為
む
る
の
過
ち
。
吏
の
廉
忠
、
官
を
口
す
る
母

か
ら
ん
と
欲
し
、
民
の
姦
を
行
い
利
を
要
む
る
こ
と
母
か
ら

ん
と
欲
す
る
も
、
而
し
て
以
て
其
の
吏
大
夫
の
士
と
士
に
非

ざ
る
と
を
論
ず
る
元
し
。
故
に
其
の
吏
大
夫
、
節
を
衿
ら
ざ

る
こ
と
多
く
、
民
姦
な
る
こ
と
多
し
。

•
十
、
国
を
為
む
る
の
過
ち
。
下
の
智
を
尽
く
し
能
を
喝
＜

さ
ん
と
欲
す
る
も
、
而
し
て
数
し
ば
以
て
合
と
不
合
と
中
と

不
中
と
を
知
る
元
し
。
故
に
其
の
下
道
り
て
上
の
為
に
智
を

尽
く
し
能
を
喝
く
す
元
し
。

【
.
+
】
-
、
国
を
為
む
る
の
過
ち
。
国
の
治
強
を
欲
す
る

も
、
而
し
て
其
の
貴
ぶ
所
、
君
の
尊
ぶ
所
以
に
非
ず
、
其
の

富
ま
ん
と
す
る
所
、
国
の
富
む
所
以
に
非
ざ
る
な
り
。
故
に

其
の
国
乱
弱
な
り
。

•
十
二
、
国
を
為
む
る
の
過
ち
。
国
徳
の
遠
く
及
ば
ん
と
欲

す
る
や
、
而
し
て
其
の
士
に
瞬
り
て
日
く
、
「
士
我
に
非
ず
ん

ば
道
り
て
貴
富
な
る
元
し
」
と
。
其
の
士
其
の
君
に
翡
り
て

日
く
、
「
国
士
に
非
ず
ん
ば
道
り
て
安
強
な
る
元
し
」
と
。
如

の
君
国
を
失
う
に
至
る
も
悟
ら
ず
、
其
の
士
飢
寒
に
至
る
も

進
ま
ず
。
上
下
合
せ
ず
、
国
徳
元
…
…
。

•
十
三
、
国
を
為
む
る
の
過
ち
。
其
の
欲
す
る
所
と
其
の
端

た
が

計
と
相
詭
う
な
り
。
何
を
以
て
之
を
言
う
か
。
城
を
以
て
財

か
ろ

物
を
量
り
以
て
其
の
国
を
易
ん
じ
、
端
計
予
め
す
る
元
き
者

な
り
。
而
し
て
人
君
の
民
を
侵
す
所
以
の
者
の
財
物
を
為
す

や
央
き
ず
。
如
し
城
を
以
て
之
を
量
れ
ば
、
而
ち
人
君
以
て

其
の
国
を
亡
す
。
故
に
其
…
…
。

•
十
四
、
国
を
為
む
る
の
過
ち
。
国
を
有
つ
の
長
久
を
欲
す

る
も
、
而
し
て
其
の
尊
安
を
民
に
取
る
所
以
に
務
め
ず
。
万

民
の
君
を
有
し
て
共
に
之
を
尊
び
之
を
安
ず
る
や
、
求
め
て
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焉
を
治
む
る
を
得
る
な
り
。
夫
れ
万
民
に
君
た
り
て
懇
ろ
に

之
を
畜
い
、
故
其
…
…
。

•
十
五
、
国
を
為
む
る
の
過
ち
。
国
を
有
つ
の
長
久
を
欲
す

る
も
、
而
し
て
速
失
の
道
を
行
う
。
其
の
然
る
所
以
は
、
過

ち
に
務
む
る
な
り

C

何
を
か
「
務
過
」
と
謂
う
。
聖
王
明
君

の
国
を
為
む
る
や
、
奪
う
べ
か
ら
ざ
る
に
務
む
。
夫
れ
奪
う

べ
か
ら
ざ
る
に
務
む
、
故
に
人
之
を
取
る
に
務
む
る
莫
し
。

国
を
失
う
者
の
国
を
為
む
る
や
、
蒋
う
べ
か
ら
ざ
る
に
務
め

ず
し
て
、
蒋
う
を
察
す
る
に
務
め
、
…
…
。
守
戦
。
何
を
か

奪
う
べ
か
ら
ず
と
謂
う
。
聖
王
明
君
の
国
を
為
む
る
や
、
下

上
に
合
し
、
民
上
に
親
し
め
ば
、
執
か
能
＜
之
を
取
ら
ん
。

こ
こ
で
は
、
政
治
を
執
り
行
う
際
の
失
敗
の
原
則
が
列
挙
さ
れ

て
い
る
が
、
そ
の
中
で
、
「
三
、
…
…
徒
ら
に
名
数
•
連
伍
•
刑
罰

を
以
て
こ
れ
を
牧
す
」
の
よ
う
に
、
連
座
制
や
刑
罰
の
施
行
を
前

提
と
す
る
記
述
が
あ
る
。
篇
名
か
ら
し
て
、
こ
の
篇
は
「
国
」
の

存
亡
を
念
頭
に
置
い
て
い
る
が
、
特
に
、
「
五
、
…
…
故
に
其
の
士

卒
敵
を
遠
ざ
け
危
き
を
去
り
労
を
避
く
る
を
以
て
故
と
為
し
」
と

い
う
態
度
は
「
国
」
と
「
敵
」
と
が
対
峙
し
た
状
況
を
前
提
と
し

て
い
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
「
十
二
、
…
…
其
の
君
国
を
失
う
に
至

る
も
悟
ら
ず
」
の
よ
う
に
、
「
国
を
失
う
」
と
い
う
一
国
家
の
衰
亡

を
念
頭
に
置
い
た
発
言
も
見
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
は
、
戦
争
の
勝
敗

に
よ
っ
て
諸
国
の
統
廃
合
が
急
速
に
進
み
つ
つ
あ
っ
た
時
代
を
前

提
と
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。

こ
う
し
た
傾
向
は
、
務
過
篇
に
も
見
え
る
。

有
國
之
務
過
。
一
日
，
不
知
城
之
不
可
以
守
地
。

二
日
，
不
知
治
之
不
可
為
寓
民
先
者
。
―
0

八一

一
日
，
不
知
民
之
不
可
以
應
堅
敵
0

I
 

0

八二

国
を
有
つ
の
務
過
。

ら
ざ
る
を
知
ら
ず
。

ニ
に
日
く
、
治
の
万
民
を
為
む
る
を
先
と
せ
ざ
る
べ
か
ら
ざ

る
を
知
ら
ず
。

三
に
日
く
、
民
の
以
て
堅
敵
に
応
ず
べ
か
ら
ざ
る
を
知
ら
ず
。

自
国
の

こ
こ
で
は
、

て
い
る
。

同
様
に
、
観
卑
篇
も
、
敵
国
と
の
戦
争
に
よ
り
、

す
る
と
の
危
機
感
を
前
提
と
し
て
い
る
。

有
國
之
観
卑
。
一
也
，
不
見
亡
地
。
二
也
，
不
見
亡
理
。
三

也
，
不
見
将
亡
之
＿
0

八
四
國
。
四
也
，
不
見
忘
民
之
國
。
五
也
，

不
見
【
ロ
ロ
，
六
也
】
，
不
見
危
國
。
七
也
，
一
〇
八
五
科
町
閂
I

「民」

と

国
家
が

「
堅
敵
」
と
の
関
係
が
説
か
れ

一
に
日
く
、
城
の
以
て
地
を
守
る
べ
か

1
0
八〇
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国
を
有
つ
の
観
卑
。
一
は
、
亡
地
を
見
ず
。
二
は
、
亡
理
を

見
ず
。
三
は
、
将
に
亡
び
ん
と
す
る
国
を
見
ず
。
四
は
、
民

を
忘
る
る
の
国
を
見
ず
。
五
は
、
【
ロ
ロ
。
六
は
】
‘
刷
国
石
i

胃
゜
七
は
、
亡
国
を
見
ず
。
八
は
俗
を
失
う
の
【
】
を

見
ず
。

す
な
わ
ち
、
「
将
に
亡
び
ん
と
す
る
国
」
「
危
国
」
「
亡
国
」
な

ど
と
い
う
表
現
に
、
そ
の
危
機
感
が
表
わ
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
「
論
政
論
兵
之
類
」
十
二
篇
は
、
基
本
的
に
は
、

自
国
と
敵
国
と
が
軍
事
的
に
厳
し
く
対
峙
し
て
い
る
状
況
を
前
提

と
し
、
場
合
に
よ
っ
て
は
、
自
国
が
「
亡
国
」
と
な
る
か
も
し
れ

な
い
と
の
危
機
感
を
抱
き
つ
つ
、
同
時
に
、
「
天
下
」
全
体
へ
の
視

野
を
持
つ
文
献
で
あ
る
。

も
っ
と
も
、
「
天
下
」
的
視
野
や
戦
争
に
よ
る
国
家
の
衰
亡
は
、

古
く
か
ら
見
ら
れ
る
と
言
え
よ
う
。
た
だ
、
「
民
」
の
大
量
動
員
や

長
距
離
侵
攻
作
戦
や
連
座
制
の
施
行
が
想
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
な

ど
を
総
合
的
に
考
應
す
れ
ば
、
こ
れ
ら
十
二
篇
の
前
提
と
す
る
時

代
性
と
し
て
最
も
相
応
し
い
の
は
、
『
孫
子
』
よ
り
も
や
や
後
の
戦

国
時
代
後
半
期
の
様
相
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

な
お
、
「
論
政
論
兵
之
類
」
全
五
十
篇
全
体
に
視
野
を
拡
大
す
る

國
C

八
也
，

1
0
八
六
不
見
失
俗
之
1
0
八六

兵
学
思
想
史
上
の
特
質

と
、
さ
ら
に
重
要
な
論
拠
を
見
い
だ
す
こ
と
も
で
き
る
。
例
え
ば
、

第
十
四
の
客
主
人
分
篇
に
は
、
「
帯
甲
数
十
万
」
と
い
う
表
現
が
見

え
る
。
こ
れ
は
、
『
孫
子
』
作
戦
篇
の
「
凡
そ
用
兵
の
法
は
、
馳
車

千
駆
、
革
車
千
乗
、
帯
甲
十
万
、
千
里
に
し
て
糧
を
餓
る
と
き
は
、

則
ち
内
外
の
費
、
賓
客
の
用
、
膠
漆
の
材
、
車
甲
の
奉
、
日
に
千

金
を
費
や
し
て
、
然
る
後
に
十
万
の
師
挙
が
る
」
と
か
、
同
・
用

間
篇
の
「
凡
そ
師
を
興
す
こ
と
十
万
、
師
を
出
だ
す
こ
と
千
里
な

ら
ば
、
百
姓
の
費
、
公
家
の
奉
、
日
に
千
金
を
費
や
す
」
な
ど
に

見
え
る
「
十
万
」
と
い
う
数
値
よ
り
は
や
や
大
き
く
、
戦
国
時
代

中
期
以
降
の
時
代
相
を
反
映
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
、
第
二
十
八
の
選
卒
篇
に
は
、
「
秦
は
四
世
以
て
勝
つ
」
と

あ
る
。
こ
れ
は
、
『
荀
子
』
諮
兵
篇
に
も
見
え
る
表
現
で
、
戦
国
時

代
中
期
以
降
に
お
け
る
秦
（
孝
公
、
恵
王
、
武
王
、
昭
王
の
時
代
）

の
常
勝
の
様
を
説
く
内
容
で
あ
る
。

こ
れ
ら
も
、
右
の
検
討
結
果
に
抵
触
す
る
も
の
で
は
な
く
、
む

し
ろ
そ
れ
を
傍
証
す
る
表
現
や
内
容
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
、

篇
題
木
甜
に
は
十
二
篇
以
降
の
篇
名
は
記
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
な

の
で
、
現
時
点
で
は
、
あ
く
ま
で
、
十
二
篇
に
限
定
し
て
そ
の
時

代
性
を
論
じ
て
お
き
た
い
。
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こ
の
よ
う
に
、
「
論
政
論
兵
之
類
」
十
二
篇
は
、
文
体
、
内
容
、

時
代
性
と
も
、
大
き
く
矛
盾
す
る
こ
と
は
な
く
、
や
は
り
篇
題
木

贖
に
記
さ
れ
て
い
る
と
お
り
、
一
定
の
ま
と
ま
り
を
持
つ
文
献
で

あ
る
と
推
定
し
て
良
さ
そ
う
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
思
想
的
特
質
の
面
か
ら
こ
の
点
を
考
証
し
て
み
よ

う
。
そ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
十
二
篇
の
兵
学
思
想
と
し
て
の

特
質
で
あ
る
。

『
孫
子
』
は
、
当
時
と
し
て
は
突
出
し
た
合
理
的
思
考
を
有
し
、

権
謀
術
数
を
旨
と
す
る
兵
学
を
説
い
た
。
『
呉
子
』
や
『
孫
腋
兵
法
』

『
尉
線
子
』
な
ど
も
、
基
本
的
に
は
そ
う
し
た
兵
学
思
想
を
継
承

し
、
そ
れ
ら
は
後
に
「
兵
権
謀
」
の
兵
法
と
称
さ
れ
た
。
し
か
し
、

今
ひ
と
つ
の
思
想
的
潮
流
と
し
て
「
兵
陰
陽
」
を
無
視
す
る
こ
と

は
で
き
な
い
。
「
兵
陰
陽
」
と
は
、
『
漢
書
』
芸
文
志
に
、
「
陰
陽

と
は
、
時
に
順
い
て
発
し
、
刑
徳
を
推
し
、
斗
撃
に
随
い
、
五
勝

に
因
り
、
鬼
神
を
仮
り
て
、
助
け
と
為
す
者
な
り
」
と
定
義
さ
れ

る
呪
術
性
の
高
い
兵
法
で
あ
る
。
こ
う
し
た
兵
法
は
、
戦
国
時
代

に
お
い
て
強
い
影
響
力
を
持
っ
て
い
た
。

そ
こ
で
、
こ
の
「
兵
陰
陽
」
に
対
し
、
他
の
兵
書
が
ど
の
よ
う

な
態
度
を
と
っ
た
の
か
に
つ
い
て
ま
と
め
て
お
こ
う
。
ま
ず
は
、

『
孫
子
』
『
孫
腋
兵
法
』
『
呉
子
』
『
司
馬
法
』
『
三
略
』
な
ど
の
古

代
兵
書
は
、
い
ず
れ
も
人
為
と
権
謀
に
基
づ
く
兵
学
思
想
を
説
き
、

そ
の
中
に
「
兵
陰
陽
」
的
要
素
を
ほ
と
ん
ど
含
ま
な
い
。
春
秋
戦

国
の
当
時
、
開
戦
前
に
吉
凶
を
占
っ
た
り
、
作
戦
の
是
非
や
勝
敗

を
様
々
な
占
術
に
よ
っ
て
予
測
す
る
と
い
う
の
は
む
し
ろ
当
然
の

行
為
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
右
の
兵
書
は
、
そ
う
し
た
呪

術
的
要
素
を
ほ
と
ん
ど
含
ま
な
い
。
合
理
的
思
考
に
貰
か
れ
て
い

た
の
で
あ
る
。

次
に
、
同
じ
く
合
理
的
思
考
と
は
言
っ
て
も
、
や
や
様
相
を
異

に
す
る
の
が
、
『
尉
線
子
』
で
あ
る
。
『
尉
瞭
子
』
は
、
人
為
主
体

の
思
想
的
基
盤
に
立
脚
し
、
極
め
て
現
実
的
な
富
国
強
兵
思
想
を

表
明
す
る
。
ま
た
そ
の
一
方
で
、
「
兵
陰
陽
」
思
想
へ
の
激
烈
な
批

判
を
展
開
す
る
と
い
う
点
に
大
き
な
特
色
を
示
す
。
例
え
ば
、
「
賢

を
挙
げ
て
能
に
任
ず
れ
ば
、
時
日
な
ら
ず
し
て
事
利
あ
り
、
法
を

明
ら
か
に
し
て
令
を
審
ら
か
に
す
れ
ば
、
卜
笙
せ
ず
し
て
事
吉
な

り
。
功
を
貴
び
労
を
獲
え
ば
、
祷
祠
せ
ず
し
て
福
を
得
」
（
『
尉
線

子
』
戦
威
篇
）
と
説
く
。
す
な
わ
ち
、
有
能
な
人
材
を
登
用
す
れ

ば
、
日
時
の
吉
凶
に
よ
ら
ず
事
業
に
は
必
ず
利
が
つ
い
て
く
る
。

法
令
を
明
ら
か
に
し
て
お
け
ば
、
卜
箆
に
頼
ら
な
く
て
も
事
業
は

吉
と
な
る
。
功
績
あ
る
者
を
尊
び
養
え
ば
、
お
祈
り
を
し
な
く
て

も
福
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
説
く
も
の
で
、
「
時
日
」
「
卜
筵
」

「
祷
祠
」
が
明
確
に
否
定
さ
れ
て
い
る
。
『
尉
練
子
』
は
、
「
兵
陰

陽
」
の
呪
術
的
兵
法
を
、
人
為
的
努
力
を
放
棄
す
る
欺
輛
•
詐
術

と
見
な
し
、
厳
し
く
非
難
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
こ
と
は
、
「
兵
陰
陽
」
の
兵
法
が
当
時
い
か
に
強
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い
影
牌
力
を
持
っ
て
い
た
か
、
ま
た
、
そ
れ
に
と
ら
わ
れ
て
い
た

君
主
や
将
軍
が
い
か
に
多
か
っ
た
か
を
逆
に
暗
示
し
て
い
る
で
あ

ろ
う
。
こ
の
点
に
つ
い
て
参
考
と
な
る
の
は
、
『
韓
非
子
』
の
言
で

あ
る
。

飽
英
鬼
神
不
足
學
勝
、
左
右
背
郷
不
足
以
専
戦
。
然
而
侍
之
、

愚
莫
大
焉
。
（
『
韓
非
子
』
飾
邪
篇
）

（
兵
陰
陽
家
が
説
く
）
「
亀
英
鬼
神
」
で
勝
利
を
得
る
こ
と
は

で
き
な
い
。
「
左
右
背
郷
」
の
原
則
に
従
っ
て
戦
う
こ
と
は
で

き
な
い
。
そ
れ
な
の
に
世
の
多
く
の
将
軍
は
こ
れ
を
頼
み
と

し
て
い
る
e

こ
れ
よ
り
愚
か
な
こ
と
は
な
い
。

「
亀
英
鬼
神
」
と
は
、
亀
卜
や
筵
竹
に
よ
る
占
い
、
そ
し
て
鬼

神
の
祭
祀
で
あ
る
。
ま
た
「
左
右
背
郷
」
と
は
、
自
軍
と
敵
軍
と

の
位
置
関
係
。
左
か
右
か
、
逆
か
順
か
と
い
う
空
間
的
位
置
に
よ

る
吉
凶
の
判
断
で
あ
る
。
こ
れ
ら
に
す
が
る
世
の
将
軍
た
ち
を
『
韓

非
子
』
は
愚
か
な
こ
と
だ
と
あ
ざ
笑
う
。
『
韓
非
子
』
は
兵
家
の
書

で
は
な
い
が
、
兵
権
謀
の
兵
書
と
同
じ
く
、
徹
底
し
た
合
理
主
義

を
貰
い
て
い
る

C

兵
陰
陽
の
兵
法
は
、
こ
れ
ら
合
理
主
義
に
立
つ

思
想
家
た
ち
か
ら
痛
烈
に
批
判
さ
れ
た
の
で
あ
る

C

そ
し
て
、
『
尉

線
子
』
や
『
韓
非
子
』
が
声
高
に
批
判
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ

た
現
実
が
あ
っ
た
こ
と
を
も
想
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
汁
9
)
0

そ
れ
で
は
、
こ
う
し
た
「
兵
権
謀
」
と
「
兵
陰
陽
」
と
の
鋭
い

対
立
の
中
で
、
「
論
政
論
兵
之
類
」
十
二
篇
は
、
ど
の
よ
う
な
思
想

的
立
場
を
と
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。

ま
ず
、
将
敗
、
為
国
之
過
、
務
過
、
観
卑
の
各
篇
に
は
、
「
兵
陰

陽
」
的
要
素
が
ま
っ
た
く
見
え
な
い
。
こ
れ
ら
の
篇
は
、
政
治
や

軍
事
、
将
軍
の
過
失
を
列
挙
す
る
が
、
そ
れ
ら
は
、
『
孫
子
』
流
の

合
理
的
思
考
に
基
づ
い
て
説
か
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
、
「
兵
陰
陽
」
的
要
素
を
否
定
し
て
い
る
よ
う
な
箇
所
も

あ
る
。
例
え
ば
、
将
失
篇
で
は
、
将
軍
の
失
敗
と
し
て
次
の
よ
う

に
説
く
。廿

日
、
多
幸
、
衆
怠
、
可
敗
也
。
廿
一
日
く
、
多
疑
、
衆
疑
、

可
敗
也
。

廿
に
日
く
、
幸
う
こ
と
多
く
、
衆
怠
れ
ば
、
敗
る
べ
き
な
り
。

廿
一
に
日
く
、
疑
う
こ
と
多
く
、
衆
疑
え
ば
、
敗
る
べ
き
な

゜
り

「疑」

こ
こ
に
指
摘
さ
れ
る
「
幸
う
こ
と
」
「
疑
う
こ
と
」
の
中
に
は
、

祈
祷
や
占
い
な
ど
も
含
ま
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
将
敗
篇
は
、

そ
う
し
た
神
頼
み
や
心
理
的
不
安
が
軍
隊
に
蔓
延
す
れ
ば
、
必
ず

敗
れ
る
と
指
摘
す
る
の
で
あ
る
。

同
様
に
、
兵
之
恒
失
篇
も
次
の
よ
う
に

に
つ
い
て
指
摘
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兵
多
悔
、
信
疑
者
也
。

兵
悔
ゆ
る
こ
と
多
き
は
‘

疑
わ
し
き
を
信
ず
る
者
な
り
。

こ
こ
に
言
う
「
疑
わ
し
き
」
も
の
の
中
に
は
、
や
は
り
、
呪
術

で
得
ら
れ
た
頼
り
な
い
情
報
も
含
ま
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
ん
な
も

の
を
信
用
す
れ
ば
、
後
悔
す
る
こ
と
に
な
る
と
智
告
す
る
の
で
あ

る。
ま
た
、
「
天
」
や
「
地
」
の
語
は
、
場
合
に
よ
っ
て
は
「
兵
陰
陽
」

の
兵
法
で
重
要
な
役
割
を
果
た
す
こ
と
も
あ
る
。
こ
れ
ら
が
人
格

神
的
な
性
格
を
持
ち
、
人
々
に
禍
福
を
与
え
る
と
い
う
意
味
で
使

用
さ
れ
る
場
合
も
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
十
二
篇
に
説
か

れ
る
天
地
は
、
決
し
て
そ
の
よ
う
な
意
味
で
は
な
い
。

例
え
ば
、
五
諮
篇
で
は
次
の
よ
う
に
説
か
れ
る
。

四
日
、
天
不
言
、
萬
民
走
其
時
、
地
不
萬
民
走
其
財
。

四
に
日
く
、
天
言
わ
ざ
る
も
、
万
民
其
の
時
に
走
り
、
地
言

わ
ざ
る
も
、
万
民
其
の
財
に
走
る
。

こ
こ
で
は
、
天
も
地
も
「
言
わ
ざ
る
」
存
在
だ
と
さ
れ
て
い
る
。

し
か
も
、
天
も
地
も
言
わ
な
い
に
も
関
わ
ら
ず
、
民
は
時
宜
を
わ

す
る
。

き
ま
え
、
理
財
を
求
め
る
存
在
だ
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
は
む

し
ろ
、
人
為
の
側
に
重
点
を
置
く
思
考
が
見
ら
れ
よ
う
。

但
し
、
注
意
を
要
す
る
語
も
二
三
見
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
王
道

篇
に
、
「
三
に
日
く
、
能
く
神
化
す
」
と
あ
る
。
こ
の
「
神
化
」
を

文
字
通
り
受
け
取
れ
ば
、
呪
術
の
兵
法
と
な
る
。
し
か
し
、
王
道

篇
全
体
は
決
し
て
呪
術
を
説
い
て
い
る
の
で
は
な
い
。
こ
こ
で
言

わ
れ
る
「
神
化
」
と
は
、
す
ば
ら
し
い
王
者
の
治
世
は
、
民
の
目

か
ら
見
る
と
神
妙
な
変
化
と
し
て
映
る
と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
は
、
『
孫
子
』
虚
実
篇
の
「
神
な
る
か
な
神
な
る
か
な
、
無
声

に
至
る
」
に
近
い
性
格
の
語
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
「
神
」
と

は
文
字
通
り
の
神
様
の
意
味
で
は
な
い
。
「
神
」
と
い
う
表
現
が
使

わ
れ
る
の
は
、
こ
う
し
た
至
上
の
軍
隊
の
行
動
が
、
敵
側
に
と
っ

て
は
と
て
も
人
智
の
枠
内
の
こ
と
と
は
思
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。

敵
は
、
そ
の
敗
北
を
、
天
命
と
か
、
偶
然
と
か
、
神
秘
な
ど
と
し

て
納
得
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
こ
こ
も
そ
う
し
た
意
味
で

の
「
神
化
」
で
あ
ろ
う
。

ま
た
今
ひ
と
つ
注
意
を
要
す
る
の
は
、
五
議
篇
の
「
鬼
神
」
で

あ
る
。
五
諮
篇
に
、
「
得
を
極
む
る
能
わ
ざ
れ
ば
、
万
民
親
し
ま
ず
、

天
地
与
え
ず
、
鬼
神
助
け
ず
。
国
を
有
つ
の
三
議
な
り
」
と
あ
る
。

確
か
に
、
「
兵
陰
陽
」
の
兵
法
と
は
、
鬼
神
の
力
を
借
り
て
勝
利
を

得
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
だ
が
、
こ
こ
で
説
か
れ
る
鬼
神

と
は
、
必
ず
し
も
、
軍
事
的
勝
利
を
も
た
ら
す
超
越
的
存
在
で
は
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な
か
ろ
う
。
適
切
な
政
治
が
行
わ
れ
な
い
と
、
万
民
は
親
し
ま
ず
、

天
地
の
恩
恵
は
受
け
ら
れ
ず
、
祖
先
の
霊
魂
の
助
け
も
受
け
ら
れ

な
い
と
い
う
程
度
の
発
言
で
あ
る
。
人
為
的
努
力
を
放
棄
し
て
、

ひ
た
す
ら
鬼
神
に
お
祈
り
す
る
、
と
い
う
思
考
を
表
明
す
る
も
の

で
は
な
い
。

こ
の
よ
う
に
、
十
二
篇
全
体
を
概
観
し
て
み
る
と
、
そ
の
兵
学

思
想
と
し
て
の
特
質
が
明
ら
か
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
「
論
政
論
兵
之

類
」
十
二
篇
は
、
「
兵
権
謀
」
と
「
兵
陰
陽
」
と
を
指
標
と
し
て
見

た
場
合
、
明
ら
か
に
「
兵
権
謀
」
型
の
思
想
に
分
類
さ
れ
る
の
で

あ
る
。も

っ
と
も
、
『
銀
雀
山
漢
塵
竹
簡
[
咸
]
』
に
収
録
さ
れ
た
侠
書

の
中
に
は
、
第
二
部
と
し
て
「
陰
腸
時
令
・
占
候
之
類
」
が
あ
る
。

従
っ
て
、
『
銀
雀
山
漢
墓
竹
簡
[
咸
]
』
全
体
の
思
想
的
性
格
に
つ

い
て
は
、
改
め
て
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。
た
だ
、
「
論
政
論
兵
之

類
」
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
た
第
一
部
の
諸
篇
、
特
に
篇
題
木
韻
に

篇
名
が
列
挙
さ
れ
た
十
二
篇
に
つ
い
て
は
、
同
一
の
思
想
的
性
格

を
持
つ
も
の
と
理
解
し
て
良
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
十
二
篇
の
中
に

は
、
将
敗
篇
、
将
失
篇
の
よ
う
に
、
か
つ
て
『
孫
腋
兵
法
』
の
一

篇
と
し
て
紹
介
さ
れ
て
い
た
も
の
も
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
こ
と

に
こ
れ
ま
で
大
き
な
疑
問
が
提
出
さ
れ
な
か
っ
た
の
は
、
こ
れ
ら

が
『
孫
腋
兵
法
』
の
一
篇
と
考
え
て
何
ら
不
自
然
で
は
な
か
っ
た

か
ら
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
十
二
篇
は
、
そ
の
思
想
的
傾
向
に
関
す

四

る
限
り
、
『
孫
子
』
『
孫
腋
兵
法
』
と
の
間
に
大
き
な
圃
師
は
感
じ

ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

十
二
篇
の
意
義

最
後
に
、
「
論
政
論
兵
之
類
」
十
二
篇
の
意
義
に
つ
い
て
ま
と
め

て
み
よ
う
。
今
回
、
『
銀
雀
山
漢
墓
竹
簡
[
戴
]
』
と
し
で
公
開
さ

れ
た
「
論
政
論
兵
之
類
」
は
五
十
篇
に
も
お
よ
ぶ
長
編
で
あ
っ
た
。

そ
れ
ら
は
、
政
治
・
軍
事
の
要
諦
を
箇
条
書
き
風
に
ま
と
め
る
と

い
う
文
体
上
の
特
色
を
持
つ
。
特
に
、
篇
題
木
贖
に
そ
の
名
が
列

挙
さ
れ
る
十
二
篇
に
つ
い
て
は
、
そ
の
文
体
お
よ
び
思
想
的
特
質

が
共
通
し
て
い
た
。
こ
れ
ら
は
少
な
く
と
も
、
篇
題
木
韻
が
記
さ

れ
た
時
点
に
お
い
て
は
、
一
定
の
ま
と
ま
り
を
持
つ
文
献
と
意
識

さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

そ
の
思
想
的
傾
向
は
、
お
お
む
ね
『
孫
子
』
『
孫
腋
兵
法
』
と
同

一
で
あ
る
が
、
そ
の
内
容
は
更
に
豊
富
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
お

そ
ら
く
、
戦
国
時
代
の
多
く
の
戦
争
体
験
を
基
に
、
具
体
的
な
戦

例
か
ら
得
ら
れ
た
教
訓
を
整
理
し
、
そ
れ
ら
を
帰
納
し
て
箇
条
書

き
風
に
ま
と
め
て
提
示
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
戦
国
時
代
に
お
い

て
、
い
わ
ゆ
る
「
武
経
七
書
」
以
外
に
も
‘
こ
う
し
た
多
く
の
兵

学
的
著
作
が
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
こ
れ
が
、
第
一

の
意
義
で
あ
る
。
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以
上
、
本
稿
で
は
、
『
銀
雀
山
漢
墓
竹
簡
[
咸
]
』
に
収
録
さ
れ

た
「
論
政
論
兵
之
類
」
全
五
十
篇
の
内
、
篇
題
木
閑
に
篇
名
が
列

挙
さ
れ
た
十
二
篇
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
て
き
た
°
こ
れ
ら
は
、

そ
の
文
体
と
い
う
点
か
ら
も
、
思
想
的
性
格
と
い
う
観
点
か
ら
も
、

一
応
の
ま
と
ま
り
を
持
つ
文
献
で
あ
る
と
推
測
さ
れ
る
。
戦
国
期

に
お
け
る
政
治
思
想
・
軍
事
思
想
の
状
況
を
伝
え
る
重
要
な
文
献

と
し
て
再
評
価
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

た
だ
、
「
論
政
論
兵
之
類
」
の
中
に
は
か
つ
て
『
孫
腋
兵
法
』
に

編
入
さ
れ
て
い
た
篇
も
あ
る
。
確
か
に
、
『
孫
腋
兵
法
』
が
公
開
さ

れ
た
際
(
-
九
七
五
年
）
、
な
ぜ
『
孫
腋
兵
法
』
に
そ
れ
ら
の
篇
が

編
入
さ
れ
る
の
か
に
つ
い
て
は
、
若
干
の
疑
問
が
あ
っ
た
。
少
な

く
と
も
、
そ
の
確
証
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
た

結

五ロ
ーー―

-a

ま
た
、
古
代
兵
書
の
中
で
特
徴
的
な
の
は
、
政
治
と
軍
事
と
を

一
体
の
も
の
と
し
て
考
え
る
傾
向
で
あ
る
。
『
孫
子
』
は
も
と
よ
り

で
あ
る
が
、
『
司
馬
法
』
も
、
「
国
容
」
「
軍
容
」
と
い
う
概
念
を

提
出
し
、
平
時
に
お
け
る
内
政
と
有
事
に
お
け
る
戦
闘
と
を
表
裏

一
体
の
も
の
と
す
る
(
i
i
l
o
)
°
「
論
政
論
兵
之
類
」
も
ま
さ
に
そ
う
し

た
文
献
で
あ
る
。
戦
国
期
に
お
け
る
政
治
思
想
と
軍
事
思
想
と
の

密
接
な
関
係
を
示
す
＾
＂
こ
れ
が
第
二
の
意
義
で
あ
ろ
う
。

注

び
刊
行
さ
れ
た
『
銀
雀
山
漢
墓
竹
簡
[
試
]
』
の
説
明
に
よ
れ
ば
、

「
論
政
論
兵
之
類
」
の
内
十
二
篇
は
、
篇
題
木
閥
に
そ
の
名
が
列

挙
さ
れ
て
い
る
と
い
う
。
明
ら
か
に
、
こ
れ
は
、
初
期
の
編
入
作

業
時
に
お
け
る
誤
り
で
あ
っ
た
。
少
な
く
と
も
、
い
く
つ
か
の
篇

は
、
『
孫
腋
兵
法
』
で
は
な
い
こ
と
が
判
明
し
た
の
で
あ
る
。

と
す
れ
ば
、
こ
の
十
二
篇
以
外
に
も
、
か
つ
て
『
孫
腋
兵
法
』

と
し
て
紹
介
さ
れ
た
篇
（
例
え
ば
、
第
十
四
の
客
主
人
分
篇
、
十

五
の
善
者
篇
、
十
八
の
奇
正
な
ど
）
に
つ
い
て
、
改
め
て
考
察
を

加
え
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
『
孫
腋
兵
法
』
で
あ
る
と
い
う
先
入
観
を

捨
て
て
、
分
析
し
直
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
一
方
、
『
孫

腋
兵
法
』
の
側
に
つ
い
て
も
、
新
た
な
考
察
の
必
要
性
が
生
じ
て

く
る
で
あ
ろ
う
。
か
つ
て
『
孫
腋
兵
法
』
と
考
え
ら
れ
て
い
た
い

く
つ
か
の
篇
が
実
は
「
論
政
論
兵
之
類
」
と
い
う
別
文
献
の
一
部

で
あ
っ
た
。
従
っ
て
、
そ
れ
ら
を
差
し
引
い
た
上
で
、
今
一
度
『
孫

腋
兵
法
』
の
体
系
性
や
思
想
的
特
質
を
再
考
す
る
と
い
う
作
業
が

必
要
と
な
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
見
直
し
を
進
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
中
国
古
代
兵
学

思
想
史
の
研
究
は
さ
ら
に
前
進
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

(
1
)

『
守
法
守
令
等
十
三
篇
』
と
は
、
『
銀
雀
山
漢
墓
竹
簡
[
翌

M
の
編
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者
（
銀
雀
山
沿
墓
竹
簡
整
理
小
組
）
が
篇
題
木
韻
に
列
挙
さ
れ
た
篇

名
を
基
に
付
け
た
仮
称
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
篇
数
の
認
定
に
は

問
題
が
あ
り
、
実
は
、
十
二
篇
で
は
な
い
か
と
筆
者
は
考
え
る
。
こ

の
点
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
拙
著
『
中
国
古
代
軍
事
思
想
史
の
研
究
』

（
研
文
出
版
、
一
九
九
九
年
）
参
照
。

(
2
)
そ
の
他
、
『
孫
腋
兵
法
新
編
注
釈
』
（
劉
心
健
、
河
南
大
学
出
版
社
、

一
九
八
九
年
）
、
『
《
孫
腋
兵
法
》
白
話
今
釈
』
（
栄
挺
進
・
李
丹
、
中

国
書
店
、
一
九
九
四
年
）
な
ど
が
あ
る

3

(
3
)
『
銀
雀
山
漢
墓
竹
簡
[
訳
]
』
の
「
後
記
」
に
よ
れ
ば
、
第
二
輯
の

定
稿
は
、
一
九
八
一
年
に
完
成
し
て
い
た
と
い
う
。
と
す
れ
ば
、
そ

の
定
稿
が
刊
行
さ
れ
る
ま
で
に
二
十
八
年
か
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。

(
4
)
竹
簡
の
篇
題
部
分
が
欠
損
し
て
い
て
篇
名
を
確
認
で
き
な
い
が
、

本
文
の
内
容
か
ら
、
編
者
（
銀
雀
山
漢
墓
竹
簡
整
理
小
組
）
が
補
つ

た
も
の
で
あ
る
。
【
】
は
原
文
に
な
い
文
字
を
補
っ
た
記
号
。
こ
こ

で
も
そ
れ
に
従
い
、
篇
名
に
つ
い
て
は
以
下
、
【

るへ‘

(
5
)

原
文
は
「
観
痺
」
。
編
者
（
銀
雀
山
漢
墓
竹
簡
整
理
小
組
）
は
こ
れ

を
「
観
卑
」
と
釈
読
し
て
お
り
、
こ
こ
で
も
そ
れ
に
従
う
(
)

(
6
)

そ
の
他
、
持
盈
篇
は
、
竹
簡
欠
損
に
よ
り
内
容
が
ほ
と
ん
ど
確
認

で
き
な
い
。
ま
た
、
分
士
篇
も
竹
簡
残
欠
が
激
し
く
内
容
未
詳
で
あ

る
が
、
「
湯
王
」
と
「
伊
手
」
と
の
問
答
体
で
構
成
さ
れ
て
い
る
ら
し

く
、
こ
の
篇
の
み
が
唯
一
例
外
の
文
体
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
，

】
記
号
を
省
略
す

た
だ
、
伊
弄
の
発
言
の
中
身
が
箇
条
書
き
風
に
な
っ
て
い
た
可
能
性

は
あ
る
。

(
7
)

以
下
、
原
文
の
引
用
に
際
し
て
は
、
『
銀
雀
山
液
築
竹
簡
[
爪
]
』

の
釈
文
お
よ
び
注
釈
を
参
考
に
し
、
最
終
的
に
は
筆
者
が
確
定
し
た

文
章
を
掲
載
す
る
。
「
九
九
五
」
「
九
九
六
」
な
ど
の
嘆
数
字
は
、
原

釈
文
に
記
さ
れ
た
竹
簡
番
号
。
口
は
竹
簡
欠
損
に
よ
り
判
読
で
き
な

い
文
字
、
【
】
は
原
文
で
確
認
で
き
な
い
文
字
を
補
っ
た
も
の
。
ま

た
、
本
章
で
後
述
す
る
重
要
部
分
に
つ
い
て
は
傍
線
を
引
き
、
次
章

以
降
で
言
及
す
る
重
要
部
分
に
つ
い
て
は
波
線
を
引
く
。

(
8
)
『
銀
雀
山
渓
墓
竹
簡
[
獣
]
』
は
ヽ
こ
の
部
分
を
空
白
の
ま
ま
と
し

て
い
る
が
、
前
後
の
文
脈
か
ら
考
え
て
、
「
隣
J

字
の
入
る
可
能
性
が

高
い
で
あ
ろ
う
。

(
9
)
な
お
、
こ
う
し
た
「
兵
権
謀
」
と
「
兵
陰
陽
J

と
の
思
想
的
対
立

や
展
開
の
様
相
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
拙
著
『
戦
い
の
神
ー
中
国
古

代
兵
学
の
展
開
ー
』
（
研
文
出
版
‘
二

0
0七
年
）
参
照
。

(10)

こ
の
点
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
拙
著
『
中
国
古
代
軍
事
思
想
史
の

研
究
』
（
研
文
出
版
、
一
九
九
九
年
）
参
照

3

(41) 


